
 須恵町外二ケ町清掃施設組合公告第５号 

 

例規システム構築業務及び例規システム等賃貸借について、公募型プロポーザルを 

実施するので、次のとおり公告する。 

 

令和７年８月２６日 

 

須恵町外二ケ町清掃施設組合 

組合長 三 浦  正 

 

記 

１ 目 的  

   例規管理に係る事務の効率化と法制執務体制の充実を図るため、須恵町外二ケ町清掃施

設組合例規集に登載されている条例、規則等をデータベース化し、Web での検索、表示、

印刷する等の機能にとどまらず、例規起案審査機能を備えた例規システムを構築すること

を目的とする。 

 

２ 業務概要 

（１）業 務 名   例規システム構築業務及び例規システム等賃貸借 

（２）業務期間   契約締結日の翌日から令和 12 年 3 月 31 日まで 

（３）業務内容   仕様書のとおり 

（４）最低制限価格 無し 

（５）見積限度額  4,292,000円（消費税及び地方消費税の額を含む） 

 

３ 参加資格及び手続き プロポーザル実施要項のとおり 

 


